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令和７年松原市議会第３回定例会付議事件

　令和７年度松原市一般会計補正予算（第２号）

　令和７年度松原市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）

　令和７年度松原市介護保険特別会計補正予算（第１号）

　令和７年度松原市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）

　松原市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用
等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に
関する条例の一部を改正する条例制定について

　松原市の議会議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用
及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例の一部を改正す
る条例制定について

　松原市の議会議員及び長の選挙におけるビラの作成の公費負担に
関する条例の一部を改正する条例制定について

　松原市手数料条例の一部を改正する条例制定について

　松原市義務教育学校設置条例の一部を改正する条例制定について

　松原市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条
例の一部を改正する条例制定について

　松原市留守家庭児童会室条例の一部を改正する条例制定について

　（仮称）中央防災備蓄センター建設工事請負契約について

　財産取得について（ＧＩＧＡ端末等一式）

　令和６年度松原市水道事業会計未処分利益剰余金の処分について

　令和６年度松原市水道事業会計決算認定について

　令和６年度松原市下水道事業会計決算認定について

　令和６年度松原市一般会計歳入歳出決算認定について

　令和６年度松原市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定につい
て

　令和６年度松原市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について

　令和６年度松原市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定につ
いて

　令和６年度丹南財産区特別会計歳入歳出決算認定について
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認定第８号

認定第９号

認定第10号

認定第11号

認定第12号

認定第13号

認定第14号

　令和６年度若林財産区特別会計歳入歳出決算認定について

　令和６年度岡財産区特別会計歳入歳出決算認定について

　令和６年度大堀財産区特別会計歳入歳出決算認定について

　令和６年度小川財産区特別会計歳入歳出決算認定について

　令和６年度一津屋財産区特別会計歳入歳出決算認定について

　令和６年度別所財産区特別会計歳入歳出決算認定について

　令和６年度田井城財産区特別会計歳入歳出決算認定について
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議案第 ４４ 号 

 

令和７年度松原市一般会計補正予算（第２号） 

 

令和７年度松原市の一般会計の補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１，５３６，７３１千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 

５３，３４４，７６３千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

（地方債の補正） 

第２条 地方債の変更は、「第２表 地方債補正」による。 

 

 

 

 

 

令 和 ７ 年 ９ 月 ８ 日 提 出 

 

松 原 市 長 澤 井 宏 文 
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第 　

２. 国 庫

歳

補 助 金 １，６６５，７

　

６２ ６５，１８０ １，

出

７３０，９４２

　

1

予

6. 財 産 収 入 １８３，

　

６２６ １２，１１６ １

算

９５，７４２

　

２. 財 産 売 払 収

補

入 ７，６１１ １２，１

１ 　

１６ １９，７２７

正

歳

17. 寄 附 金 ４１５，

　

３４２ ３７，３２５ ４

　

５２，６６７

入

１. 寄 附 金 ４１５，３４２ ３７，３２５ ４５２，６６７

19. 諸 収 入 ２６８，

 

０１９ ５０８，５３３ ７７６，５５２

５. 雑 入 ２０８，７３７ ５０８，５

款

３３ ７１７，２７０

項 補

20. 市 債 ８７０，

　

４００ ２７，７００ ８

正

９８，１００

　

１. 市 債 ８７０

表

前

，４００ ２７，７００

　

８９８，１００

の

2

　

1. 繰 越 金 ８８５，８

額

７７ ８８５，８７７

補

１. 繰 越

　

金 ８８５，８７７ ８８

 

５，８７７

正

歳 　 　 入 　 　 合 　

　

　 計 ５１，８０８，０

　

 

３２ １，５３６，７３

額

１ ５３，３４４，７６

計

３

千円 千円 千円

　

14. 国 庫

歳

支 出 金 １３，９１３，

　

２１９ ６５，１８０ １

入

３，９７８，３９９
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歳　

１０２ ４，０１３，０５４

２

款

. 徴 税 費 ９３８，２６

項

２ ６５，１８０ １，０

補

０３，４４２

　

３.

正

民 生 費 ２９，５９０，

　

４４１ ４８８，２３３

前

３０，０７８，６７４

　

１. 社

　

の

会 福 祉 費 １０，９３８

　

，３１０ ２６，３５５

額

１０，９６４，６６５

補

２. 児

　

童 福 祉 費 １０，１５８

 

，９５３ ４１４，５５

正

８ １０，５７３，５１

　

１

３.

 

生 活 保 護 費 ６，９４５

額

，８９２ ４７，３２０

出

計

６，９９３，２１２

千円

４. 衛 生 費 ３，１１

千

３，５３４ ３２，６８

円

１ ３，１４６，２１５

千

１. 保

円

健 衛 生 費 １，１４６，５２８ ３２，６８１ １，１７９，２０９

５. 産 業 経 済 費 ７００，８８０ ２７６，７５０ ９７７，６３０

２

２. 商 工 費

.

６１６，７０１ ２７６

総

，７５０ ８９３，４５

務

１

費

７. 消 防 費 １，

５

５３８，８９０ ３，３

，

００ １，５４２，１９

０

０

１.

７

消 防 費 １，５３８，８

１

９０ ３，３００ １，５

，

４２，１９０

９

８.

８

教 育 費 ４，９４８，４

９

８２ １７３，４８５ ５

５

，１２１，９６７

６

２. 小 学 校

２

費 ５０５，９３９ ５５

，

，１５１ ５６１，０９

２

０

４.

８

幼 稚 園 費 １，０６８，

２

３７９ １１８，３３４

５

１，１８６，７１３

，

歳 　 　 出

６

　 　 合 　 　 計 ５１，８

３

０８，０３２ １，５３

４

６，７３１ ５３，３４

，

４，７６３

２７１

１. 総 務 管 理 費 ３，５１５，９５２ ４９７，
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限 度 額 借 入 先 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法 限 度 額 借 入 先 起債の方法 利 率 償還の方法

千円 千円

年10％
以　内

（但し、利率見直し方式
で借入れる政府資金、地
方公共団体金融機構資
金、ゆうちょ銀行資金及
びかんぽ生命保険資金に
ついて利率の見直しを
行った後においては、当
該見直し後の利率）

同　左 同　左 同　左 同　左

第 ２ 表　　地 方 債 補 正

起 債 の 目 的
補 正 前 補 正 後

義務教育施設
整 備 事 業

37,400

政  府

銀  行

その他

普通貸借

又は

証券発行

25年以内（内据置５年以内）
年賦又は半年賦の元金均等又
は元利均等償還とする。ただ
し財政の状況により償還年限
を短縮し、繰上償還をし、又
は借換えることができる。

65,100
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令 和 ７ 年 度 

 

 

松原市一般会計補正予算に関する説明書 

 

 

（ 第 ２ 号 ） 
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出

譲 与 税 １９３，０００

補

１９３，０００

正

３. 利 子 割 交

予

付 金 ６７，０００ ６７

算

，０００

事

４. 配 当 割 交 付 金 １

項

６０，０００ １６０，

別

０００

明

５. 株 式 等 譲 渡 所 得 割

細

交 付 金 １９０，０００

書

１９０，０００

１

６. 法 人 事 業

.

税 交 付 金 ３１４，００

　

０ ３１４，０００

総

７. 地 方 消

　

費 税 交 付 金 ２，９８９

 

，０００ ２，９８９，

 

０００

 

８. 環 境 性 能 割 交 付 金

括

５５，０００ ５５，０

　

００

９

 

. 地 方 特 例 交 付 金 １０

(

６，０００ １０６，０

 

００

1

歳

0. 地 方 交 付 税 ９，１

　

４０，０００ ９，１４

 

０，０００

 

11. 交 通 安 全 対

 

策 特 別 交 付 金 １３，５

入

００ １３，５００

 

12. 分 担

)

金 及 び 負 担 金 ２３４，

款

３８６ ２３４，３８６

補

13.

正

使 用 料 及 び 手 数 料 ５６

前

３，４２０ ５６３，４

の

２０

1

額

4. 国 庫 支 出 金 １３，

補

９１３，２１９ ６５，

正

１８０ １３，９７８，

額

３９９

計

15. 府 支 出 金 ４，８７０，２１５ ４，８７０，２１５

16. 財 産 収 入 １８３，６２６ １２，１１６ １９５，７４２

17. 寄 附 金 ４１５，３４２ ３

千

７，３２５ ４５２，６

円

６７

1

千

8. 繰 入 金 １，３６２

円

，５７０ １，３６２，

千

５７０

円

１. 市 税 １

歳

５，８９９，３３５ １

入

５，８９９，３３５

歳

２. 地 方
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前

越 金 ８８５，８７７ ８

の

８５，８７７

額

歳　　入　　合

補

　　計 ５１，８０８，

正

０３２ １，５３６，７

額

３１ ５３，３４４，７

計

６３

千円 千円 千円

19. 諸 収 入 ２６８，０１９ ５０８，５３３ ７７６，５５２

20. 市 債 ８

款

７０，４００ ２７，７

補

００ ８９８，１００

正

21. 繰

-8-



府 支 出 金 地　　方　　債 そ　　の　　他

千円 千円 千円 千円 千

 

円 千円 千円

 

１.議 会 費

 

344,952 344

(

,952

 

２.総 務 費 5

歳

,071,989 56

　

2,282 5,634

 

,271 65,180

 

497,102

 

３.民

出

生 費 29,590,4

 

41 488,233 3

)

0,078,674 4

補

88,233

　

４.衛 生

　

費 3,113,534

正

32,681 3,14

　

6,215 32,68

　

1

額

５.産 業 経 済 費 70

　

0,880 276,7

　

50 977,630 2

の

76,750

　

６.土 木

　

費 3,071,850

財

3,071,850

　

７

　

.消 防 費 1,538,

源

890 3,300 1,

　

542,190 3,3

　

00

内

８.教 育 費 4,9

　

48,482 173,

　

485 5,121,9

訳

67 27,700 14

款

5,785

補

９.公 債 費

 

3,377,014 3

正

,377,014

 

10

前

.予 備 費 50,000

 

50,000

の

歳　　

 

出　　合　　計 51,

額

808,032 1,5

補

36,731 53,3

　

44,763 65,1

　

80 27,700 1,

正

443,851

　　額 計 特　　　　　　定　　　　　　財　　　　　　源
一　 般　 財　 源

国 

-9-



１.総 務 費 80

２

1,343 65,18

.

0 866,523

　

２.総 務 管 理 費 65

歳

,180 物価高騰対応

　

重点支援地方創生臨時

　

交付金

入

国 庫 補 助 金 補 助 金

計 1,665,762 65,180 1,730,942

目 補正前の額 補　正　額 計
節

説　　　　　　　　　明
区　　分 金　額

千円 千円 千円 千円 千円

(款) 14. 国庫支出金

(項) ２. 国庫補助金
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産 3,084 12,116 15,200 １.土 地 建 物 12,116 用地処分金

売 払 収 入 売 払 収 入

(款) 16. 財産収入

計 7,611 12,116 19,727

目 補正前の額 補　正　額 計
節

説　　　　　　　　　明
区　　分 金　額

千円 千円 千円 千円 千円

(款) 16. 財産収入

(項) ２. 財産売払収入

２.不 動

-11-



0,000 32,325 432,325 １.ふ る さ と 32,325

寄 附 金 寄 附 金

３.企 業 版 15,000 5,000 20,000 １.企 業 版 5,000

ふるさと納税 ふるさと納税

目

寄 附 金

補

寄 附 金

正

計 415,

前

342 37,325 4

の

52,667

額 補　正　額 計
節

説　　　　　　　　　明
区　　分 金　額

千円 千円 千円 千円 千円

(款) 17. 寄附金

(項) １. 寄附金

１.ふ る さ と 40
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23 508,533 717,256 １.雑 入 508,533 雑入

(款) 19. 諸収入

計 208,737 508,533 717,270

目 補正前の額 補　正　額 計
節

説　　　　　　　　　明
区　　分 金　額

千円 千円 千円 千円 千円

(款) 19. 諸収入

(項) ５. 雑入

２.雑 入 208,7

-13-



00 27,700 228,600 １.義 務 教 育 27,700 各小学校空調機設置事業 7,500

施 設 整 備 学習環境整備事業 20,200

事 業 債

計 870,400 27,700 898,100

目 補正前の額 補　正　額 計
節

説　　　　　　　　　明
区　　分 金　額

千円 千円 千円 千円 千円

(款) 20. 市債

(項) １. 市債

６.教 育 債 200,9
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,877 885,877 １.前年度繰越金 885,877

(款) 21. 繰越金

計 885,877 885,877

目 補正前の額 補　正　額 計
節

説　　　　　　　　　明
区　　分 金　額

千円 千円 千円 千円 千円

(款) 21. 繰越金

(項) １. 繰越金

１.繰 越 金 885
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区　　分 金　　額
国府支出金 地方債 その他

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

１.一般管理費 1,510,205 957 1,511,162 957 12. 委 託 料 957 その他委託料 人事

３

課一般事務費 957

.　

７.企 画 費 65

歳

5,751 34,02

　

9 689,780 34

　

,029 11. 役 務 費

出

620 通信運搬費 52

(

ふるさと応援感謝事業

款)

広告料 324 2

 

9,029

２

手数

.

料 244 松原市地域活

 

性化事業（大阪

総務

12. 委 託 料 12,

費

254 その他委託料 ・

(

関西万博関連） 5,0

項

00

)

13. 使

 

用料及び 3,225

１.

賃 借 料

 

1

総

8. 負担金、 17,9

務

30 負担金 5,000

管理

補助及び 補助金

費

12,930

補

交

　

付 金

正

15.財

　

政調整 12,084 4

額

62,116 474,

　

200 462,116

の

24. 積 立 金 462,

　

116 財政調整基金積

財

財政調整基金費 462

　

,116

源

基 金 費

　

立金

内　

計 3,515,9

訳

52 497,102 4

節

,013,054 49

説

7,102

　　　　　　　明目 補正前の額 補 正 額 計 特　　定　　財　　源
一般財源

-16-



１.税務総務費 938,262 65,180 1,003,442 65,180 19. 扶

(

助 費 65,180 令和

款

７年度定額減税不足額

)

給

 

付金支給事業

２

65,180

. 

計 938

総

,262 65,180

務

1,003,442 6

費

5,180

(項) ２. 徴税費

(款) ２. 総務費 (項) ２. 徴税費
-17-



　源
一般財源 区　　分 金　　額

国府支出金 地方債 その他
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

１.

(

社 会 福 祉 682,03

款

0 1,797 683,

)

827 1,797 22

 

. 償還金、 1,797

３

償還金 生活困窮者自立

.

支援事業

 

総 務 費

民

利子及び 1,797

生費

割 引 料

(

1

項

1.障 害 者 4,921

)

,469 24,558

 

4,946,027 2

１

4,558 22. 償還

.

金、 24,558 償還

 

金 自立支援医療事業 2

社

4,558

会

自立

福

支援費 利子及び

祉費

割 引 料

計 10,938,310 26,355 10,964,665 26,355

補　正　額　の　財　源　内　訳 節

説　　　　　　　明目 補正前の額 補 正 額 計 特　　定　　財　

-18-



１.児 童 福 祉 570,100 12,554 582,654 12,554 22.

(

償還金、 12,554

款

償還金 子育て支援課一

)

般事務費

 

総 務 費

３

利子及び 12,554

. 

割 引 料

民生

２.児童福祉費 6,9

費

60,001 398,

(

174 7,358,1

項

75 398,174 2

)

2. 償還金、 398,

 

174 償還金 子ども施

２

設課一般事務費

. 

利子及び 4,428

児童

割 引 料 私立保育所

福

運営管理事業

祉

3

費

92,720

(

子

款

育てのための保育施設

)

等利

 

用給付事業

３

1,026

.

３

 

.母子福祉費 729,

民

311 3,830 73

生

3,141 3,830

費

22. 償還金、 3,8

(

30 償還金 母子家庭等

項

対策総合支援事業

) 

利子及び 3,830

２.

割 引 料

 児

計 10,

童

158,953 414

福

,558 10,573

祉

,511 414,55

費

8

-19-



　源
一般財源 区　　分 金　　額

国府支出金 地方債 その他
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

１.

(

生 活 保 護 224,99

款

2 47,320 272

)

,312 47,320

 

22. 償還金、 47,

３

320 償還金 生活保護

.

事務事業 47,320

 民

総 務 費 利子及び

生費

割 引 料

(項

計 6,9

)

45,892 47,3

 

20 6,993,21

３

2 47,320

. 生活保護費

補　正　額　の　財　源　内　訳 節

説　　　　　　　明目 補正前の額 補 正 額 計 特　　定　　財　

-20-



２.予 防 費 497,224 32,114 529,338 32,114 22. 償

(

還金、 32,114 償

款

還金 予防接種事業 32

)

,114

 

利子及

４

び

.

割 引 料

 衛

４.母 子 保 健 134

生

,666 567 135

費

,233 567 22.

(

償還金、 567 償還金

項

未熟児養育医療給付事

)

業 567

 

事 業 費

１

利子及び

.

割 引 料

 保健

計 1,146,528

衛

32,681 1,17

生

9,209 32,68

費

1

(款) ４. 衛生費 (項) １. 保健衛生費
-21-



　源
一般財源 区　　分 金　　額

国府支出金 地方債 その他
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

１.

(

商工総務費 98,31

款

1 276,750 37

)

5,061 276,7

 

50 12. 委 託 料 68

５

,000 その他委託料

.

令和７年度臨時プレミ

 

アム付

産

18.

業

負担金、 208,75

経

0 補助金 商品券事業 2

済

76,750

費

補

(

助及び

項

交 付 金

) 

計

２

616,701 276

.

,750 893,45

 

1 276,750

商工費

補　正　額　の　財　源　内　訳 節

説　　　　　　　明目 補正前の額 補 正 額 計 特　　定　　財　

-22-



４.災害対策費 163,532 3,300 166,832 3,300 18. 負担金、 3

(

,300 補助金 危機管

款

理課一般事務費 3,3

)

00

 

補助及び

７.

交 付 金

 消

計 1,53

防

8,890 3,300

費

1,542,190 3

(

,300

項) １. 消防費

(款) ７. 消防費 (項) １. 消防費
-23-



源
一般財源 区　　分 金　　額

国府支出金 地方債 その他
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

１.学

(

校管理費 473,05

款

2 55,151 528

)

,203 27,700

 

27,451 10. 需

８

用 費 6,000 修繕料

.

各小学校空調機設置事

 

業

教

11. 役 務

育

費 6,007 手数料 1

費

0,000

(

1

項

7. 備品購入費 43,

)

144 器具購入費 松原

 

西小学校・河合小学校

２

統

.

合関連事業 1

 

7,374

小

学習

学

環境整備事業 27,7

校

77

費

計 505,939 55,151 561,090 27,700 27,451

補　正　額　の　財　源　内　訳 節

説　　　　　　　明目 補正前の額 補 正 額 計 特　　定　　財　　
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１.幼 稚 園 1,068,379 118,334 1,186,713 118,334

(

22. 償還金、 118

款

,334 償還金 子ども

)

施設課一般事務費

 ８

総 務 費 利子及び 3,

.

194

 

割 引 料 認

教

定こども園等運営管理

育

事業

費

109,4

(

79

項

子育てのた

)

めの教育施設等利

 ４

用給付事業 5,66

.

1

 幼

計 1,068,37

稚

9 118,334 1,

園

186,713 118

費

,334

(款) ８. 教育費 (項) ４. 幼稚園費
-25-



令 和 ７年 度中

補 正 前 の 額 補 正 額 元金償還見込額

17,770,269
千円

18,517,425
千円

870,400
千円

27,700
千円

1,437,511
千円

17,978,014
千円

教 育 4,292,406 4,191,396 73,700 27,700 375,014 3,917,782

35,383,358 34,220,615 870,400 27,700 3,160,831 31,957,884合 計

区 分

令 和 ７ 年 度 中 増 減 見 込 額 令和７年度末

現在高見込額
令和５年度末現在高 令和６年度末現在高 令和７年度中起債見込額

１． 普　　　　 通　　　　 債

（１）

地方債の令和５年度末及び令和６年度末における現在高
並びに令和７年度末における現在高の見込みに関する調書
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令 和 ７ 年 度 

 

 

松 原 市 国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 補 正 予 算 

 

 

                     (第　　２　　号) 

 

 

－1－



 

 

議案第 ４５ 号 

 

 

令和７年度松原市国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 
 

 

令和７年度松原市の国民健康保険特別会計の補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ７，３６５千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１４，０６３，８２５千円

とする。 

２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

 

         令和 ７ 年 ９ 月 ８ 日 提出 

 

                                                                           松 原 市 長  澤 井 宏 文 

－2－



第 　

８２３，０９５ ４，６

歳

３７ ８２７，７３２

　出

６. 国 庫 支 出 金 ２，

　

７２８ ２，７２８

予

１. 国 庫 補

　

助 金 ２，７２８ ２，７

算

２８

歳

　

　 　 入 　 　 合 　 　 計 １

補

４，０５６，４６０ ７

１ 　

，３６５ １４，０６３

正

，８２５

歳　　入

 

款 項 補　正　

表

前　の　額 補　 正　

　

 額 計

千円 千円 千円

　

５. 諸 収 入

歳

８２３，９０５ ４，６

　

３７ ８２８，５４２

入

３. 雑 入

－3－



歳　

６. 諸 支 出 金 ８１

款

４，７００ ４，６３７

項

８１９，３３７

補

１. 償 還 金 及

　

び 還 付 加 算 金 ９，７０

正

０ ４，６３７ １４，３

　

３７

歳

前

　 　 出 　 　 合 　 　 計 １

　

４，０５６，４６０ ７

　

の

，３６５ １４，０６３

　

，８２５

額 補　 正　 額

出

計

千円 千円 千円

１. 総 務 費 ３７３，０２６ ２，７２８ ３７５，７５４

１. 総 務 管 理 費 ２５１，６８１ ２，７２８ ２５４，４０９

－4－



 

 

 

 

                      令 和 ７ 年 度 
 

 
松原市国民健康保険特別会計補正予算に関する説明書 

 

 

（第 ２ 号） 
 

 

－5－



出

. 一 部 負 担 金 １０ １０

補

３. 府

正

支 出 金 ９，３３０，９

予

６３ ９，３３０，９６

算

３

４.

事

繰 入 金 １，５４２，７

項

４９ １，５４２，７４

別

９

５.

明

諸 収 入 ８２３，９０５

細

４，６３７ ８２８，５

書

４２

６

１

. 国 庫 支 出 金 ２，７２

.

８ ２，７２８

　

歳　　入　　合

総

　　計 １４，０５６，

　

４６０ ７，３６５ １４

 

，０６３，８２５

  括

　 ( 歳　   入 )

款 補 正 前 の 額 補 正 額 計

千円 千円 千円

１. 国 民 健

歳

康 保 険 料 ２，３５８，

入

８３３ ２，３５８，８

歳

３３

２

－6－



府 支 出 金 地　　方　　債 そ　　の　　他

千円 千円 千円 千円 千

 

円 千円 千円

 

１.総 務 費

 

373,026 2,7

(

28 375,754 2

 

,728

歳

２.保 険 給 付

　

費 9,165,557

 

9,165,557

 

国

 

民 健 康 保 険
３. 3,5

出

50,834 3,55

 

0,834
事 業 費 納 付

)

金

補

４.保 健 事 業 費 11

　

9,809 119,8

　

09

正

５.公 債 費 2,5

　

34 2,534

　

６.諸

額

支 出 金 814,700

　

4,637 819,3

　

37 4,637

の

７.予

　

備 費 30,000 30

　

,000

財

歳　　出　

　

　合　　計 14,05

　

6,460 7,365

源

14,063,825

　

2,728 4,637

　内　　訳

款 補 正 前 の 額 補　　正　　額 計 特　　　　　　定　　　　　　財　　　　　　源
一　 般　 財　 源

国 

－7－



入 805,000 4,

２

637 809,637

.

１.雑 入 4,6

　

37

歳

計 823,0

　

95 4,637 827

　

,732

入

目 補正前の額 補　正　額 計
節

説　　　　　　　　　明
区　　分 金　額

千円 千円 千円 千円 千円

(款) ５. 諸収入

(項) ３. 雑入

３.雑

－8－



・子育て 2,728 2,728 １.子ども・子育て 2,728 子ども・子育て支援金制度施行準備事業

支 援 事 業 費 支 援 事 業 費

補 助 金 補 助 金

(款) ６. 国庫支出金

計 2,728 2,7

目

28

補正前の額 補　正　額 計
節

説　　　　　　　　　明
区　　分 金　額

千円 千円 千円 千円 千円

(款) ６. 国庫支出金

(項) １. 国庫補助金

１.子ども

－9－



区　　分 金　　額
国府支出金 地方債 その他

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

１.一般管理費 248,174 2,728 250,902 2,728 12. 委 託 料 2,728 その他委託料

３

一般事務費 2,728

.　歳

計 251,681 2,

　

728 254,409

　

2,728

出

(款) １. 総務費

(項) １. 総務管理費

補　正　額　の　財　源　内　訳 節

説　　　　　　　明目 補正前の額 補 正 額 計 特　　定　　財　　源
一般財源

－10－



３.償 還 金 4,637 4,637 4,637 22.

(

償還金、 4,637 償

款

還金 償還金 4,637

) 

利子及び

６.

割 引 料

 諸

計 9,700 4

支

,637 14,337

出

4,637

金

(項) １. 償還金及び還付加算金

(款) ６. 諸支出金 (項) １. 償還金及び還付加算金

－11－



 

 

令 和 ７ 年 度 
 

 
松 原 市 介 護 保 険 特 別 会 計 補 正 予 算 

 

 
（第 １ 号） 

 

-1-



 

 

議案第４６号 

 

令和７年度松原市介護保険特別会計補正予算（第１号）  

 

 

  令和７年度松原市の介護保険特別会計の補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２１２，９６１千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１５，２５８，６００千円 

とする。 

２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

 

 

 

 

 

        令和７年９月８日提出  

                                                                           松 原 市 長  澤 井 宏 文 

-2-



第 　

９６１ ２１２，９６１

歳

歳 　 　

　

入 　 　 合 　 　 計 １５，

出

０４５，６３９ ２１２

　

，９６１ １５，２５８

予

，６００

　算　補１ 　正

歳　　入

 

款 項 補　正　

表

前　の　額 補　 正　

　

 額 計

千円 千円 千円

　

８. 繰 越 金

歳

２１２，９６１ ２１２

　

，９６１

入

１. 繰 越 金 ２１２，

-3-



歳　

６. 諸 支 出 金 ３４，６

款

２３ ６２，２９５ ９６

項

，９１８

補

１. 償 還 金 及 び 還 付

　

加 算 金 ５，４１８ ６２

正

，２９５ ６７，７１３

　

歳 　 　

前

出 　 　 合 　 　 計 １５，

　

０４５，６３９ ２１２

　

の

，９６１ １５，２５８

　

，６００

額 補　 正　 額

出

計

千円 千円 千円

４. 基 金 積 立 金 １５２ １５０，６６６ １５０，８１８

１. 基 金 積 立 金 １５２ １５０，６６６ １５０，８１８
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令 和 ７ 年 度 
 

 
松原市介護保険特別会計補正予算に関する説明書 

 

 
（第 １ 号） 

-5-



出

出 金 ３，９５３，４８

補

０ ３，９５３，４８０

正

３. 支

予

払 基 金 交 付 金 ３，９６

算

７，７３９ ３，９６７

事

，７３９

項

４. 府 支 出 金 ２，０

別

５６，８３２ ２，０５

明

６，８３２

細

５. 財 産 収 入 １５

書

８ １５８

１

６. 繰 入 金 ２，２４

.

４，０４１ ２，２４４

　

，０４１

総

７. 諸 収 入 １，４８

　

４ １，４８４

 

８. 繰 越 金 ２１

 

２，９６１ ２１２，９

 

６１

歳

括

　　入　　合　　計 １

　

５，０４５，６３９ ２

 

１２，９６１ １５，２

(

５８，６００

 歳　   入 )

款 補 正 前 の 額 補 正 額 計

千円 千円 千円

１. 保 険 料

歳

２，８２１，９０５ ２

入

，８２１，９０５

歳

２. 国 庫 支

-6-



府 支 出 金 地　　方　　債 そ　　の　　他

千円 千円 千円 千円 千

 

円 千円 千円

 

１.総 務 費

 

245,471 245

(

,471

 

２.保 険 給 付

歳

費 14,184,98

　

1 14,184,98

 

1

 

３.地 域 支 援 事 業 費

 

546,525 546

出

,525

 

４.基 金 積 立

)

金 152 150,66

補

6 150,818 15

　

0,666

　

５.公 債 費

正

3,887 3,887

　　

６.諸 支 出 金 34,6

額

23 62,295 96

　

,918 62,295

　の

７.予 備 費 30,00

　

0 30,000

　

歳　

財

　出　　合　　計 15

　

,045,639 21

　

2,961 15,25

源

8,600 212,9

　

61

　内　　訳

款 補 正 前 の 額 補　　正　　額 計 特　　　　　　定　　　　　　財　　　　　　源
一　 般　 財　 源

国 

-7-



繰 越 金 212,961

２

212,961

.

１.前年度繰越金 21

　

2,961

歳

計 21

　

2,961 212,9

　

61

入

目 補正前の額 補　正　額 計
節

説　　　　　　　　　明
区　　分 金　額

千円 千円 千円 千円 千円

(款) ８. 繰越金

(項) １. 繰越金

１.

-8-



財源 区　　分 金　　額
国府支出金 地方債 その他

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

(款) ４. 基金積立金 (項) １. 基金積立金

１.介護給付費 152 150,666 150,8

３

18 150,666 2

.

4. 積 立 金 150,6

　

66 その他特定目的 介

歳

護給付費準備基金積立

　

金事

　

準備基金 基

出

金積立金 業 150,6

(

66

款

積 立 金

) 

計 1

４

52 150,666 1

.

50,818 150,

 

666

基金積立金

(項) １. 基金積立金

補　正　額　の　財　源　内　訳 節

説　　　　　　　明目 補正前の額 補 正 額 計 特　　定　　財　　源
一般

-9-



　定　　財　　源
一般財源 区　　分 金　　額

国府支出金 地方債 その他
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

(

５.償 還 金 6

款

2,295 62,29

)

5 62,295 22.

 

償還金、 62,295

６

償還金 償還金 62,2

.

95

 

利子及び

諸支

割 引 料

出金

計 5,41

(

8 62,295 67,

項

713 62,295

) １. 償還金及び還付加算金

補　正　額　の　財　源　内　訳 節

説　　　　　　　明目 補正前の額 補 正 額 計 特　

-10-



令 和 ７ 年 度

松 原 市 後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 補 正 予 算

(第 ２ 号) 

-1-



 

 

 

 

議案第４７号

令和７年度松原市後期高齢者医療特別会計補正予算  (第２号 ) 

令和７年度松原市の後期高齢者医療特別会計の補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条  歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ７８，２６９千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２，４５０，１７２千円

とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

令和７年９月８日提出

                                                                           松 原 市 長  澤 井 宏 文

-2-



第 　

７３，１２１

歳

５.

　

国 庫 支 出 金 ５，１４８

出

５，１４８

　

１. 国 庫 補 助 金 ５

予

，１４８ ５，１４８

　

歳 　 　 入

算

　 　 合 　 　 計 ２，３７

　

１，９０３ ７８，２６

補

９ ２，４５０，１７２

１ 　正

歳　　入

 

款 項 補　正　

表

前　の　額 補　 正　

　

 額 計

千円 千円 千円

　

４. 繰 越 金

歳

７３，１２１ ７３，１

　

２１

１

入

. 繰 越 金 ７３，１２１

-3-



歳　

後期高齢者医療広域連合
２. ２，３４３

款

，５１６ ７３，１２１

項

２，４１６，６３７
納

補

付 金

　正

後期高齢者医療広域連

　

合
１. ２，３４３，５

前

１６ ７３，１２１ ２，

　

４１６，６３７
納 付 金

　

の　

歳 　 　 出 　 　

額

合 　 　 計 ２，３７１，

補

９０３ ７８，２６９ ２

　

，４５０，１７２

 正　 額

出

計

千円 千円 千円

１. 総 務 費 １９，７８７ ５，１４８ ２４，９３５

１. 総 務 管 理 費 １９，７８７ ５，１４８ ２４，９３５
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令 和 ７ 年 度 
 

 
松原市後期高齢者医療特別会計補正予算に関する説明書 

 

 
(第 ２ 号) 
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出

２. 繰 入 金 ５５２

補

，９１４ ５５２，９１

正

４

３.

予

諸 収 入 ５，１３２ ５，

算

１３２

事

４. 繰 越 金 ７３，１２

項

１ ７３，１２１

別

５. 国 庫 支 出

明

金 ５，１４８ ５，１４

細

８

歳　

書

　入　　合　　計 ２，

１

３７１，９０３ ７８，

.

２６９ ２，４５０，１

　

７２

総　   括

　 ( 歳　   入 )

款 補 正 前 の 額 補 正 額 計

千円 千円 千円

１. 後 期 高

歳

齢 者 医 療 保 険 料 １，８

入

１３，８５７ １，８１

歳

３，８５７

-6-



府 支 出 金 地　　方　　債 そ　　の　　他

千円 千円 千円 千円 千

 

円 千円 千円

 

１.総 務 費

 

19,787 5,14

(

8 24,935 5,1

 

48

歳

後 期 高 齢 者 医 療
２

　

. 2,343,516

 

73,121 2,41

 

6,637 73,12

 

1
広 域 連 合 納 付 金

出

３.

 

諸 支 出 金 3,600 3

)

,600

補

４.予 備 費 5

　

,000 5,000

　正

歳　　出　　合　　計

　

2,371,903 7

　

8,269 2,450

額

,172 5,148 7

　

3,121

　の　　財　　源　　内　　訳

款 補 正 前 の 額 補　　正　　額 計 特　　　　　　定　　　　　　財　　　　　　源
一　 般　 財　 源

国 

-7-



繰 越 金 73,121 7

２

3,121 １.

.

前年度繰越金 73,1

　

21

歳

計 73,12

　

1 73,121

　入

目 補正前の額 補　正　額 計
節

説　　　　　　　　　明
区　　分 金　額

千円 千円 千円 千円 千円

(款) ４. 繰越金

(項) １. 繰越金

１.

-8-



・子育て 5,148 5,148 １.子ども・子育て 5,148 子ども・子育て支援金制度施行準備事業

支 援 事 業 費 支 援 事 業 費

補 助 金 補 助 金

(款) ５. 国庫支出金

計 5,148 5,1

目

48

補正前の額 補　正　額 計
節

説　　　　　　　　　明
区　　分 金　額

千円 千円 千円 千円 千円

(款) ５. 国庫支出金

(項) １. 国庫補助金

１.子ども

-9-



区　　分 金　　額
国府支出金 地方債 その他

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

１.一般管理費 11,040 5,148 16,188 5,148 12. 委 託 料 5,148 その他委託料 一般

３

管理事業 5,148

.　

計

歳

19,787 5,14

　

8 24,935 5,1

　

48

出

(款) １. 総務費

(項) １. 総務管理費

補　正　額　の　財　源　内　訳 節

説　　　　　　　明目 補正前の額 補 正 額 計 特　　定　　財　　源
一般財源

-10-



(

１.後期高

款

齢者 2,343,51

)

6 73,121 2,4

 

16,637 73,1

２

21 18. 負担金、 7

.

3,121 負担金 後期

 

高齢者医療広域連合納

後

付

期

医療広域連合

高

補助及び 金事業 73,

齢

121

者

納 付 金 交

医

付 金

療広

計 2,343,5

域

16 73,121 2,

連

416,637 73,

合

121

納付金

(項) １. 後期高齢者医療広域連合納付金

(款) ２. 後期高齢者医療広域連合納付金 (項) １. 後期高齢者医療広域連合納付金

-11-



議案第４８号 

 

 

松原市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等 

に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関 

する条例の一部を改正する条例制定について 

 

 

 松原市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法 

 

律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例（平成２７年条 

 

例第４２号）の一部を改正する条例を別添のとおり制定する。 

 

 

 

 

令和７年９月８日提出 

 

 

松原市長  澤  井  宏  文 



1 

 

松原市条例第  号 

 

   松原市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等 

に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関 

する条例の一部を改正する条例 

 

 松原市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法

律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例（平成２７年条

例第４２号）の一部を次のように改正する。 

別表第１中 

「 

８ 教育委員会 就学援助に関する事務であって規則で定めるもの 

                                   」 

を 

「 

８ 市長 市の事務を処理するために利用する情報システム

の機能であって住登外者（市の住民基本台帳に記

録されていない者をいう。以下同じ。）を特定す

る固有の番号を附番し、管理するもの（以下「住

登外者宛名番号管理機能」という。）による住登

外者の情報の管理に関する事務であって規則で定

めるもの 

９ 教育委員会 就学援助に関する事務であって規則で定めるもの 

１０ 教育委員会 住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報

の管理に関する事務であって規則で定めるもの 

                                   」 

に改める。 

別表第２の１の項中 

「 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成

１７年法律第１２３号）による自立支援給付の支給に関する情報であ

って規則で定めるもの 

                                   」 

を 

 

 

 

 

 



2 

 

「 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成

１７年法律第１２３号）による自立支援給付の支給に関する情報であ

って規則で定めるもの 

住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する情報

（以下「住登外者宛名情報」という。）であって規則で定めるもの 

                                   」 

に改め、同表の２の項、４の項、５の項及び７の項中 

「 

地方税関係情報であって規則で定めるもの 

                                   」 

を 

「 

地方税関係情報であって規則で定めるもの 

住登外者宛名情報であって規則で定めるもの 

                                   」 

に改め、同表の８の項中 

「 

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０

号）による支援給付又は配偶者支援金（以下「中国残留邦人等支援給

付等」という。）の支給に関する情報であって規則で定めるもの 

                                   」 

を 

「 

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０

号）による支援給付又は配偶者支援金（以下「中国残留邦人等支援給

付等」という。）の支給に関する情報であって規則で定めるもの 

住登外者宛名情報であって規則で定めるもの 

                                   」 

に改め、同表の９の項から１１の項までの規定中 

「 

生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する情報であって

規則で定めるもの 

                                   」 

を 

 

 



3 

 

「 

生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する情報であって

規則で定めるもの 

住登外者宛名情報であって規則で定めるもの 

                                   」 

に改め、同表の１２の項中 

「 

介護保険の被保険者の資格に関する情報であって規則で定めるもの 

                                   」 

を 

「 

介護保険の被保険者の資格に関する情報であって規則で定めるもの 

住登外者宛名情報であって規則で定めるもの 

                                   」 

に改め、同表の１３の項から１６の項までの規定中 

「 

生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する情報であって

規則で定めるもの 

                                   」 

を 

「 

生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する情報であって

規則で定めるもの 

住登外者宛名情報であって規則で定めるもの 

                                   」 

に改め、同表の１７の項中 

「 

地方税関係情報であって規則で定めるもの 

                                   」 

を 

「 

地方税関係情報であって規則で定めるもの 

住登外者宛名情報であって規則で定めるもの 

                                   」 

に改め、同表の１８の項中 

「 

国民健康保険料の納付義務者及びその世帯に属する被保険者の所得に

関する情報であって規則で定めるもの 

                                   」 



4 

 

を 

「 

国民健康保険料の納付義務者及びその世帯に属する被保険者の所得に

関する情報であって規則で定めるもの 

住登外者宛名情報であって規則で定めるもの 

                                   」 

に改め、同表の１９の項中 

「 

生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する情報であって

規則で定めるもの 

                                   」 

を 

「 

生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する情報であって

規則で定めるもの 

住登外者宛名情報であって規則で定めるもの 

                                   」 

に改め、同表の２０の項中 

「 

国民健康保険料の納付義務者及びその世帯に属する被保険者の所得に

関する情報であって規則で定めるもの 

                                   」 

を 

「 

国民健康保険料の納付義務者及びその世帯に属する被保険者の所得に

関する情報であって規則で定めるもの 

住登外者宛名情報であって規則で定めるもの 

                                   」 

に改め、同表の２１の項中 

「 

中国残留邦人等支援給付等の支給に関する情報であって規則で定める

もの 

                                   」 

を 

「 

中国残留邦人等支援給付等の支給に関する情報であって規則で定める

もの 

住登外者宛名情報であって規則で定めるもの 

                                   」 



5 

に改め、同項の次に次のように加える。 

 

別表第３の１の項特定個人情報の欄中「（昭和３３年法律第５６号）」を削り、

同表に次のように加える。 

 

　　　附　則 

　この条例は、令和７年１０月１４日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 ２２　市長 生活保護法による保護の決定及

び実施、就労自立給付金若しく

は進学・就職準備給付金の支

給、被保護者健康管理支援事業

の実施、保護に要する費用の返

還又は徴収金の徴収に関する事

務であって規則で定めるもの

住登外者宛名情報であって規則で

定めるもの

 ２３　市長 児童手当法による児童手当の支

給に関する事務であって規則で

定めるもの

住登外者宛名情報であって規則で

定めるもの

 ２４　市長 児童扶養手当法による児童扶養

手当の支給に関する事務であっ

て規則で定めるもの

住登外者宛名情報であって規則で

定めるもの

 ２５　教育

委員会

就学援助に関する事務であって

規則で定めるもの

住登外者宛名情報であって規則で

定めるもの

 ２６　教育

委員会

学校保健安全法（昭和３３年法

律第５６号）による医療に要す

る費用についての援助に関する

事務であって規則で定めるもの

住登外者宛名情報であって規則で

定めるもの

 ６ 　 教 育

委員会

住登外者宛名番号管理機

能による住登外者の情報

の管理に関する事務であ

って規則で定めるもの

市長 住登外者宛名情報であって

規則で定めるもの



議案第４９号 

 

 

松原市の議会議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用及 

び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例の一部を改正する 

条例制定について 

 

 

 松原市の議会議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動 

 

用ポスターの作成の公営に関する条例（平成６年条例第１号）の一部を改正する 

 

条例を別添のとおり制定する。 

 

 

 

 

令和７年９月８日提出 

 

 

松原市長  澤  井  宏  文 



松原市条例第  号 

 

   松原市の議会議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用及 

び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例の一部を改正する 

条例 

 

 松原市の議会議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動

用ポスターの作成の公営に関する条例（平成６年条例第１号）の一部を次のよう

に改正する。 

 第８条中「５４１円３１銭」を「５８６円８８銭」に改める。 

 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （適用区分） 

２ 改正後の松原市の議会議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用及 

び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例の規定は、この条例の施行の 

日（以下「施行日」という。）以後その期日を告示される選挙について適用し、

施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例に

よる。 



議案第５０号 

 

 

松原市の議会議員及び長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関 

する条例の一部を改正する条例制定について 

 

 

 松原市の議会議員及び長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する条例 

 

（平成２０年条例第２号）の一部を改正する条例を別添のとおり制定する。 

 

 

 

 

令和７年９月８日提出 

 

 

松原市長  澤  井  宏  文 



松原市条例第  号 

 

   松原市の議会議員及び長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関 

する条例の一部を改正する条例 

 

 松原市の議会議員及び長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する条例

（平成２０年条例第２号）の一部を次のように改正する。 

 第４条中「７円７３銭」を「８円３８銭」に改める。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （適用区分） 

２ 改正後の松原市の議会議員及び長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関 

する条例の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後その 

期日を告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示さ 

れた選挙については、なお従前の例による。 



議案第５１号 

 

 

松原市手数料条例の一部を改正する条例制定について 

 

 

 松原市手数料条例（昭和３９年条例第１４号）の一部を改正する条例を別添の 

 

とおり制定する。 

 

 

 

 

令和７年９月８日提出 

 

 

松原市長  澤  井  宏  文 



松原市条例第  号 

 

   松原市手数料条例の一部を改正する条例 

 

第１条 松原市手数料条例（昭和３９年条例第１４号）の一部を次のように改正

する。 

  第２条第１２号中「第５条の３第１項、第５条の６第１項又は第５条の７第

１項」を「第５条の１３第１項、第５条の１６第１項又は第５条の１７第１項」

に改める。 

  別表第５の区分の欄中「第５条の３第１項又は第５条の６第１項」を「第５

条の１３第１項又は第５条の１６第１項」に、「第５条の７第１項」を「第５

条の１７第１項」に改め、同表備考中「第５条の７第１項」を「第５条の１７

第１項」に改める。 

第２条 松原市手数料条例の一部を次のように改正する。 

  第２条第１２号中「第５条の１３第１項、第５条の１６第１項又は第５条の

１７第１項」を「第５条の１５第１項若しくは第２項、第５条の１８第１項又

は第５条の１９第１項」に改める。 

  別表第５の区分の欄中「第５条の１３第１項又は第５条の１６第１項」を

「第５条の１５第１項若しくは第２項又は第５条の１８第１項」に、「第５条

の１７第１項」を「第５条の１９第１項」に改め、同表備考中「第５条の１７

第１項」を「第５条の１９第１項」に改める。 

 

   附 則 

 この条例中第１条の規定は公布の日又は老朽化マンション等の管理及び再生の

円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律

（令和７年法律第４７号。以下「改正法」という。）附則第１条第２号に掲げる

規定の施行の日のいずれか遅い日から、第２条の規定は改正法附則第１条第３号

に掲げる規定の施行の日から施行する。 



議案第５２号 

 

 

松原市義務教育学校設置条例の一部を改正する条例制定について 

 

 

 松原市義務教育学校設置条例（昭和３９年条例第１７号）の一部を改正する条 

 

例を別添のとおり制定する。 

 

 

 

 

令和７年９月８日提出 

 

 

松原市長  澤  井  宏  文 



松原市条例第  号 

 

   松原市義務教育学校設置条例の一部を改正する条例 

 

 松原市義務教育学校設置条例（昭和３９年条例第１７号）の一部を次のように

改正する。 

 第１条第 1 号中 

「松原市立天美西小学校 松原市天美西６丁目２３８番地の１ 

松原市立松原西小学校 松原市新堂５丁目５７番地    」 

を 

「松原市立天美西小学校 松原市天美西６丁目２３８番地の１」 

に、 

「松原市立河合小学校 松原市河合２丁目４０５番地の１ 

 松原市立恵我南小学校 松原市一津屋１丁目１０番９号」 

を 

「松原市立恵我南小学校 松原市一津屋１丁目１０番９号 

 松原市立高見の里小学校 松原市河合２丁目４０５番地の１」 

に改める。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 （準備行為） 

２ 松原市立高見の里小学校の設置のための手続その他必要な準備行為は、この

条例の施行の日前においても行うことができる。 

 

 

 

 

 



議案第５３号 

 

 

松原市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例 

の一部を改正する条例制定について 

 

 

 松原市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２６ 

 

年条例第３２号）の一部を改正する条例を別添のとおり制定する。 

 

 

 

 

令和７年９月８日提出 

 

 

松原市長  澤  井  宏  文 



 

松原市条例第  号 

 

松原市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例

の一部を改正する条例 

 

 松原市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成 

２６年条例第３２号）の一部を次のように改正する。 

 題名を次のように改める。 

松原市家庭的保育事業等及び乳児等通園支援事業の設備及び運営に 

関する基準を定める条例 

 第１条中「家庭的保育事業等」の次に「及び乳児等通園支援事業」を加える。 

第２条中「規定する」の次に「家庭的保育事業等に係る」を加える。 

第３条を第４条とし、第２条の次に次の１条を加える。 

（乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準） 

第３条 法第３４条の１６第１項に規定する乳児等通園支援事業に係る基準は、

乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準（令和７年内閣府令第１号）

に定めるところによる。 

 附則第２項中「家庭的保育事業等」の次に「及び乳児等通園支援事業」を加え

る。 

 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 



議案第５４号 

 

 

松原市留守家庭児童会室条例の一部を改正する条例制定について 

 

 

 松原市留守家庭児童会室条例（平成４年条例第１２号）の一部を改正する条例 

 

を別添のとおり制定する。 

 

 

 

 

令和７年９月８日提出 

 

 

松原市長  澤  井  宏  文 



松原市条例第  号 

 

松原市留守家庭児童会室条例の一部を改正する条例 

 

 松原市留守家庭児童会室条例（平成４年条例第１２号）の一部を次のように改

正する。 

 別表第１中松原西留守家庭児童会室の項及び河合留守家庭児童会室の項を削り、

同表に次のように加える。 

高見の里留守家庭児童

会室 

松原市河合２丁目４０５番地の１（高見の里小学

校内） 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

（準備行為） 

２ 高見の里留守家庭児童会室に係る第４条の許可その他必要な行為は、この条

例の施行の日前においても行うことができる。 



議案第５５号 
 
    

（仮称）中央防災備蓄センター建設工事請負契約について 
 
    
 次のとおり（仮称）中央防災備蓄センター建設工事請負契約を締結する。 
 
 

記 
 
 
１ 契約の目的  （仮称）中央防災備蓄センター建設工事 
 
２ 契約の方法  条件付一般競争入札 
 
３ 契 約 金 額  ２８７，８７２，２００円 
 
４ 契約の相手方  松原市丹南三丁目２番１５号 

株式会社丸末 

            代表取締役 山本 良継 

 
 

令和７年９月８日提出 
 
 

松原市長  澤  井  宏  文 
 
（参考） 
１ 工事内容  鉄骨造     ２階建 
        敷地面積    １，９２４．６５㎡ 

延床面積      ９３６．０５㎡ 
２ 工事場所  松原市上田五丁目２番１１号（松原市立松原幼稚園跡地） 
３ 工  期  契約の日から令和８年１０月３１日まで 



議案第５６号 
 
    

財産取得について（ＧＩＧＡ端末等一式） 
 
    
 次の財産を取得する。 
 
 

記 
 
 
１ 財産の名称  ＧＩＧＡ端末等一式 
 
 
２ 取 得 価 格  ４１８，７２６，４４０円 
 
 
３ 取得の相手方  大阪市港区磯路二丁目２１番１号 

令和７年度大阪府ＧＩＧＡスクール（ＣｈｒｏｍｅＯＳ） 
共同企業体 
代表構成員 日本電通株式会社 

 
 
 
 

令和７年９月８日提出 
 
 

松原市長  澤  井  宏  文 
 
 
 
 



議案第５７号 

 

 

令和６年度松原市水道事業会計未処分利益剰余金の処分について 

 

 

 令和６年度松原市水道事業会計未処分利益剰余金２，９８０，５２１，２０６ 

 

円のうち、７５，４７０，３１９円を資本金に組み入れるものとする。 

 

 

 

 

令和７年９月８日提出 

 

 

松原市長  澤  井  宏  文 

 

 



 

 

 

令和６年度松原市水道事業会計・下水道事業会計決算認定について 

 

 

 地方公営企業法第３０条第４項の規定により、下記の令和６年度松原市水道事 

 

業会計・下水道事業会計決算を別添のとおり監査委員の意見を付けて議会の認定 

 

に付する。 

 

 

記 

 

 

認定第１号  令和６年度松原市水道事業会計決算認定について 

認定第２号  令和６年度松原市下水道事業会計決算認定について 

 

 

 

 

令和７年９月８日提出 

 

 

松原市長  澤  井  宏  文 

 

 

 



 

 

 

令和６年度松原市一般会計・特別会計歳入歳出決算認定について 

 

 

 地方自治法第２３３条第３項の規定により、下記の令和６年度松原市一般会計・ 

 

特別会計歳入歳出決算を別添のとおり監査委員の意見を付けて議会の認定に付す 

 

る。 

 

 

記 

 

 

認定第３号  令和６年度松原市一般会計歳入歳出決算認定について 

認定第４号  令和６年度松原市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について 

認定第５号  令和６年度松原市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について 

認定第６号  令和６年度松原市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について 

認定第７号  令和６年度丹南財産区特別会計歳入歳出決算認定について 

認定第８号  令和６年度若林財産区特別会計歳入歳出決算認定について 

認定第９号  令和６年度岡財産区特別会計歳入歳出決算認定について 

認定第１０号 令和６年度大堀財産区特別会計歳入歳出決算認定について 

認定第１１号 令和６年度小川財産区特別会計歳入歳出決算認定について 

認定第１２号 令和６年度一津屋財産区特別会計歳入歳出決算認定について 

認定第１３号 令和６年度別所財産区特別会計歳入歳出決算認定について 

認定第１４号 令和６年度田井城財産区特別会計歳入歳出決算認定について

 

 

 

 

令和７年９月８日提出 

 

 

松原市長  澤  井  宏  文 


